
護憲をよびかけます日本国憲法公布70年に当たって、
「
国
民
主
権
」
、
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
、
「
（
恒
久
）
平
和
主
義
」
を
基
本
と
す
る
現
行
日
本

国
憲
法
が
一
九
四
六
年
一
一
月
三
日
に
公
布
さ
れ
て
、
七

O
年
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
に
あ

た
っ
て
私
た
ち
は
、
現
行
憲
法
が
守
ら
れ
、
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
す
。

憲
法
は
国
民
が
国
家
権
力
を
し
ば
る
ル

l
ル
で
あ
り
、
政
府
は
憲
法
を
遵
守
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
立
憲
主
義
の
立
場
か
ら
し
て
も
私
た
ち
は
、
自
民
党
の
「
日
本
国
憲
法
改

正
草
案
」
（
二

O
一
二
年
四
月
二
七
日
決
定
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。

自
民
党
改
憲
案
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
な
に
よ
り
懸
念
す
る
の
は
、

現
行
憲
法
九
条
二
項
を
削
除
し
て
国
防
軍
を
創
設
し
、
海
外
で
武
力
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
戦
後
日
本
の
「
平
和
国
家
」
の
あ
り
か
た
を
く
つ
が
え

し
、
日
本
を
「
戦
争
国
家
」
に
変
え
る
も
の
で
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、

現
行
憲
法
第
九
条
を
全
面
的
に
守
る
よ
う
、
主
張
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
自
民
党
改
憲
案
九
八
条
、
九
九
条
は
「
緊
急
事
態
」
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
「
緊

急
事
態
の
宣
言
」
を
発
し
、
内
閣
が
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
を

可
能
と
し
、
国
民
に
服
従
義
務
を
課
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
戦
時
国
家
」
の
具
現
に
ほ
か
な

ら
ず
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
問
題
は
、
自
民
党
憲
法
草
案
が
人
権
を
大
幅
に
制
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
白

民
主
主
義
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
も
っ
と
も
中
心
的
な
人
権
で
あ
る
表
現
の
自
由
に
つ
い

て
、
改
憲
案
は
そ
の
二
一
条
二
項
で
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
を
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活

動
を
行
い
、
並
び
に
そ
れ
を
目
的
と
し
て
結
社
を
す
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
戦
前
の
よ
う
に
政
府
の
窓
意
に
よ
っ
て
表
現
の
自
由
を
侵
す
危
険
が
あ
り
、
現

行
憲
法
第
二
ニ
条
の
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
・
：
最

大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
と
の
規
定
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
ん
な
歴
史
逆
行
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
現
行
憲
法
が
保
障
す
る
国
民
の

基
本
的
人
権
を
維
持
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
す
。

憲
法
改
定
が
政
治
的
日
程
に
の
ぼ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
日
本

国
窓
法
に
つ
い
て
、
ま
た
自
民
党
の
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
に
つ
い
て
県
民
的
議
論
が
お

こ
な
わ
れ
、
日
本
国
憲
法
を
守
り
、
生
か
す
世
論
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
す
。
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